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１．実施概要 

（１）保安検査実施期間（詳細日程は別添１参照） 

自 平成２９年８月２８日 (月) 
至 平成２９年９月 ８日 (金) 
 

（２）保安検査実施者 

女川原子力規制事務所 

 藤波 章 

田上 博志 

野田 正徳 

前澤 直人 

 佐々木正克 

大江 勇人 
  原子力規制部実用炉監視部門 

米倉 英晃 
 
２．女川原子力発電所の設備及び運転概要 

号 機 出 力 

（万ｋＷ） 

運転開始年月 前四半期から保安検査終了日までの 

運転状況 

 

 

１号機 

 

 

 

 

 

５２．４ 

 

 

 

 

 

昭和５９年６月 

 

 

 

運転期間 

 － 

停止期間 

 (平成２３年３月１１日～) 

施設定期検査期間 

 (平成２３年９月１０日～) 

 

 

２号機 

 

 

 

 

 

８２．５ 

 

 

 

 

 

平成７年７月 

 

 

 

運転期間 

 － 

停止期間 

 (平成２２年１１月６日～) 

施設定期検査期間 

 (平成２２年１１月６日～) 

 

 

３号機 

 

 

 

 

８２．５ 

 

 

 

 

平成１４年１月 

 

 

運転期間 

 － 

停止期間 (平成２３年３月１１日～)  

 

施設定期検査期間 (平成２３年９月１０日～) 
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３．保安検査内容 

今回の保安検査では、以下に示す検査項目において、立入り、物件検査及び関係者への

質問により保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している運転管理状況の聴

取、記録確認、発電用原子炉施設の巡視等についても保安検査として実施した。 
 

（１）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①緊急時の措置に係る実施状況 

②保守管理の実施状況 

③放射性廃棄物の管理の実施状況 （液体廃棄物及び気体廃棄物） 
④燃料管理の実施状況 

⑤保全区域及び周辺監視区域の管理状況（抜き打ち検査） 

 
（２）追加検査項目 

なし 
  
４．保安検査結果 

（１）総合評価 

今回の保安検査においては「緊急時の措置に係る実施状況」「保守管理の実施状況」

「放射性廃棄物の管理の実施状況 （液体廃棄物及び気体廃棄物）」「燃料管理の実施

状況」及び「保全区域及び周辺監視区域の管理状況（抜き打ち検査）」を基本検査項目

として選定し、検査を実施した。 

基本検査の結果「緊急時の措置に係る実施状況」では、保安規定第１１１条に定める原

子力防災資機材等（以下「資機材等」という。）について「原子力ＱＭＳ原子力災害対策実

施要領」に基づき配備され、各課長がそれぞれ定める保守点検に係る計画書及び報告書に

より適切に管理されていることを確認した。 

保安規定第１７条２に定める、電源機能等喪失時の体制については、ＱＭＳ文書等によ

り要員の配置、訓練及び資機材の配備に係る保全活動が適切に実施されていることを確認

した。また、緊急時における資機材等の運転操作に関するマニュアルについては、ＱＭＳ文書

等に基づき一連のプロセスを経て改正されていることを確認した。 

防災資機材の現場確認において、２号機原子炉建屋等に配備されている資機材等は緊

急時に使用可能な状態で保管されていることを確認した。 

防災訓練については、訓練計画表により予実績管理を行い、緊急時に対応する要員に対

する訓練が計画的に実施されていること及び総合防災訓練で抽出された課題の改善策がそ

の後の訓練に反映されていることを報告書等により確認した。 

「保守管理の実施状況」については、特別な保全計画の長期保管対策をプラント停止中

に機能要求のない系統・機器に対する保管対策と、停止中においても安全管理上重要な系

統・機器に対する安全維持点検に分けて実施していることを確認した。また、各号機の系統・
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機器に対して定めた保管管理方法が、プラントの状態変化や不適合事象の是正・予防処置

の反映等により、適時見直しが行われていることを確認した。 

安全維持点検については、女川１号機の安全維持点検（３回目）が平成２８年８月１日か

ら平成２９年４月２７日まで実施されていることから、当該点検工事の中から５件の工事件名

を抽出して、計画、調達、施工管理、結果の確認・評価の一連のプロセスについて確認した。 

保全の有効性評価については、１号機の上記点検工事の竣工を機会として実施されてい

ること、評価の結果から現状の保全が有効であると判断していることを確認した。 

「放射性廃棄物の管理の実施状況 （液体廃棄物及び気体廃棄物）」においては、放射

性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理について、放出量と放出時の測定結果

に着目し「原子力ＱＭＳ 放射性廃棄物管理要領」等に基づき、適切に管理が行われている

ことを記録により確認した。放射性液体廃棄物の放出にあたっては、周辺漁業などへの影響

を考慮し、放出量を低減させる基本方針を掲げ、洗濯廃液のみを放出する運用を実施して

廃液の発生量の抑制対策も行っていることを確認した。また、放射性気体廃棄物の管理につ

いては、「放射性気体廃棄物管理手順書」等に基づき、放射性物質濃度の測定を実施し３

か月平均濃度が超えていないことを記録により確認した。 

「燃料管理の実施状況」については、プラントが長期停止していることから燃料管理のうち、

新燃料及び使用済燃料の貯蔵ついて、「原子力ＱＭＳ 燃料管理要領」等に基づき業務計

画を作成して、適切に管理していることを記録等により確認した。 

地震後に実施した燃料体健全性確認工事において、２号機で異物の観点から画像確認

が必要となった１８体の燃料については、チャンネル脱着機近傍のラックに貯蔵していることを記

録により確認した。現場確認では、３号機使用済燃料プールに保管されている新燃料、使用

済燃料、破損燃料について「燃料配置図」と相違がないことを目視により確認した。 

「保全区域及び周辺監視区域の管理状況（抜き打ち検査）」については、保安規定第９８

条保全区域及び第９９条周辺監視区域に基づき「女川原子力発電所保全区域および周

辺監視区域管理要領書」を定めて管理している状況について確認した。 

保全区域及び周辺監視区域では、標識を掲げることにより、業務上立ち入る者以外の立

入りを制限している。新規制基準適合に向けた工事が実施されており、車両等の通行量も多

いことから、立入り制限をするために設けられている周辺監視区域の柵や標識が適切に維持

管理されていることを確認した。また、保全区域における表示による区別が確実に実施されて

入域管理が適切に行われていることを現場確認及び要領書、巡視日誌により確認した。 
保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者からの

施設の運転処理状況の聴取、運転記録の確認、発電用原子炉施設の巡視等を行った結

果、特段問題がないことを確認した。また、定例試験（２号機非常用ディーゼル発電機（A）

手動起動試験）に立会い、定められた手順に従って問題なく実施されていることを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安活動は良

好なものであったと判断した。 
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（２）検査結果 

１)基本検査結果 

 ①緊急時の措置に係る実施状況 

保安規定第１１１条に定める原子力防災資機材の整備状況を確認するとともに資

機材が適切に管理されているか、また、緊急時における機材等の運転操作に関するマニ

ュアルの作成、制定及び改定が確実に実施され、防災訓練等が適切に実施されている

かについて、第１７条の２に定める「電源機能等喪失時における体制の整備」と合わせて

確認することとし、検査を実施した。 

検査の結果、保安規定第１１１条に基づき各課長が定め所長の承認を得ることにな

っている原子力防災資機材等（以下「資機材等」という。）については「原子力防災資機

材等管理表」により、資機材等を各課長が資機材等の名称、数量、設置場所及び点

検頻度を定め適切に管理していることを現場により確認した。各課長は、所管する資機

材等を変更する必要がある場合には、所定の手続きを経て「女川原子力発電所原子

炉施設保安運営委員会」（以下「保安運営委員会」という。）審議のうえ原子力防災管

理者である所長の承認を得て改正されていることを「略式決定書（「原子力災害対策実

施手順書」の改正について）」等により確認した。 

資機材等の点検については、各課長が「原子力防災資機材等管理表」に基づき実

施し、常に使用可能な状態に整備するともに資機材等に不具合が認められた場合、修

理等の必要な措置が講じられていることを、各課長が定める保守点検に係る業務実施

計画書、報告書等により確認した。 

保安規定第１７条２に基づく、電源機能等喪失時の体制の整備については「女川原

子力発電所電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応

要領書」により要員の配置、訓練及び電源車、ポンプ、消火ホース等の必要な資機材

の配備に係る保全活動が実施されていることを確認した。また、これらの保全活動につい

て定期的に評価を行い、結果に基づき措置が講じられていることを保安運営委員会議

事録及び新規制基準対応 WG 議事録により確認した。 

緊急時における資機材等の運転操作に関するマニュアルについては、文書の改正が

必要な場合は、保安運営委員会の審議を経て所長承認を得たのちに必要な改正手

続きを行っていること、軽微な改正内容の場合は、文書管理責任者の承認により改正

が行われていることを「文書管理・記録管理運用要領書」及び「略式決定書」により確

認した。 

「電源機能等喪失時における所要資機材一覧」に示す資機材については、２号機原

子炉建屋に配備されている非常送水用屋内消火系の消防用ホース、ＰＣＶ耐圧強化

ベント弁現場操作用資機材等が所定の配備場所に所要の数量が配備され、緊急時に

使用可能な状態で保管されていることを現場により確認した。 

総合防災訓練については「平成２８年度原子力防災訓練実施結果報告書」から、
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訓練目的、達成目標を定めて、訓練から抽出された課題の改善を検討し、次年度の訓

練に反映されていることを確認した。 

また、個別に行う訓練については「緊急時対応訓練計画表」により各グループが行う

訓練の予実績管理を行い、防災資機材等を使用した訓練が計画的に実施されている

ことを確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断した。 

 

 ②保守管理の実施状況 

発電所において実施されている特別な保全計画に基づく保安活動のうち、地震後の設

備健全性確認を除いたプラントの長期保管対策について、計画の策定及び実施の状況

を確認することとし、検査を実施した。 

検査の結果「保守管理の実施状況」については、特別な保全計画を策定する方法、

基本的な考え方について「原子力ＱＭＳ 保修業務運用要領」「保修業務実施要領書」

及び「東北地方太平洋沖地震に伴う設備健全性確認実施計画書」（以下「実施計画

書」という。）に定められていることを確認した。特別な保全計画の長期保管対策は、プラン

ト停止中に機能要求のない系統・機器に対して実施する保管対策と、停止中においても

安全管理上重要な系統・機器に対して実施する安全維持点検に分けられ、実施計画

書には点検対象の系統・機器の抽出フローや点検周期の考え方等が記載されていること

を確認した。 

上記の考え方に基づいて、各号機の系統・機器の具体的な保管管理方法が定められ

ており、プラントの状態変化や不適合事象の是正・予防処置の反映等により、適時見直

しが行われていることを「女川原子力発電所１・２・３号機 地震に伴う停止期間中の系

統保管方法について（ｒｅｖ．１１）」により確認した。 

安全維持点検については、女川１号機の安全維持点検（３回目）が平成２８年８月１

日から平成２９年４月２７日まで実施されていることから、当該点検工事の中から５件の工

事件名を抽出して、計画、調達、施工管理、結果の確認・評価の一連のプロセスについ

て確認した。 

計画については、安全維持点検の周期、調達期間、点検準備等を考慮して、平成２

８年１月６日に保安運営委員会の審議・了承を受けていることを「略式決定書 女川原

子力発電所１号機安全維持点検（３回目）の実施計画について」により確認した。同実

施計画では、点検を実施する系統の選定にあたって、全燃料取出しに伴う機能要求の変

更等が反映されていること、保全の有効性評価に基づいて追加した点検が計画されてい

ること等を確認した。また、各担当グループは、点検対象となった機器について、点検項目、

点検周期、点検内容等を定めた「点検計画予実績表」を作成していることを確認した。 

調達管理については、電気工事と機械工事に分けて工事仕様書を作成して、請負付

託請求を行っており、工事仕様書では対象機器の工事項目ごとに重要度分類と品質管

理区分を定めて調達要求事項としていること等を確認した。 
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工事の施工管理については、抽出した５件の工事件名の工事要領書により調達要求

事項が反映されていること、各点検項目の具体的な評価方法・管理基準が定められてい

ることを確認した。また、工事報告書により品質管理区分に応じた立会い、記録確認、部

位の状態評価等が確実に行われていることを確認した。点検工事中に発生した不適合

事象に対しては、不適合管理が適切に実施されていることを３件の不適合事象に対する

「詳細票（不適合処置）」により確認した。 

保全の有効性評価については、１号機の安全維持点検（３回目）の竣工を機会として

｢保全の有効性評価実施要領書｣に基づいて実施されていることを「保全の有効性評価

（女川１号機 第２０保全サイクル 安全維持点検（３回目）後）結果の概要」により確認

した。評価の結果は、１８３０２件の入力情報に対して改善を要するもの７８件、改善の要

否を検討中のもの１２件であり、現状の保全が有効であると判断していることを確認した。

また、改善を図った事例として、純水移送ポンプの保全方式が「状態監視」から「状態基

準保全（ＣＢＭ）」に見直されたことを「保全の有効性評価 詳細評価表」により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断した。 

 

 ③放射性廃棄物の管理の実施状況 （液体廃棄物及び気体廃棄物） 

発電所で行われている放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物の放出管理につ

いて、業務計画に基づき適切に実施されていることを要領、記録等により確認することと

し、検査を実施した。 

検査の結果、放射性液体廃棄物の管理について、環境・化学課長は「放射性液体

廃棄物管理手順書」に基づき、放出前の廃液の放射性物質濃度及びトリチウムを測定

し、排水中の３か月平均濃度が法令の濃度限度を超えないように、放射性物質濃度の

測定結果から計算した希釈水流量及び放出流量を算出し、その結果を「放射性液体廃

棄物放出記録」の放出条件に記載し発電課長に通知していることを記録等により確認し

た。 

平成２８年度の放射性液体廃棄物の測定実績は、放出前に廃液の放射性物質濃

度の測定を６回実施しており、３ヶ月平均値を放出の都度「放射性液体廃棄物放出記

録」により確認するとともに「放射性液体廃棄物放出管理日報」の月累計及び「放射性

液体廃棄物放出管理月報」の３か月平均濃度により、濃度限度を超えていないことを記

録により確認した。また、トリチウムの試料については４回実施していることを記録等により

確認した。 

平成２８年度の放射性液体廃棄物の放出実績は、１～３号機で洗濯廃液のみであ

り、その総量は９１．３ｍ３で、廃液中の放射性物質濃度はトリチウムを除き全て検出限界

値未満であり、放出管理目標値以内であること、トリチウムの放出量は３．０×１０９Bq／

年度であり放出管理の基準値以内であることを「放射性液体廃棄物放出記録（１、２号

機）」「放射性液体廃棄物放出記録（３号機）」「トリチウム測定記録」「放射性液体廃棄

物管理月報」の記録により確認した。 
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放射性気体廃棄物の管理について、環境・化学課長は「放射性気体廃棄物管理手

順書」に基づき、放射性物質濃度の測定を実施し「放射性気体廃棄物管理日報」及び

「放射性気体廃棄物管理月報」より平均濃度を算出し、３か月平均濃度が超えていな

いことを確認した後、その結果を発電課長に通知していることを記録等により確認した。 

平成２８年度気体廃棄物の放出実績は、希ガス、よう素１３１、粒子状物質全てにお

いて検出限界値未満であり、トリチウムについては１．６×1011Bq であり、希ガスの放出管

理目標値３．８×101５Bq 及びよう素１３１の放出管理目標値１．３×101１Bq 以内である

ことを「放射性気体廃棄物管理日報」及び「放射性気体廃棄物管理月報」の記録によ

り確認した。 

放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物の放出管理用計測器の管理状況について

は、環境・化学課長は「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に

関する指針」及び「放射線計測器管理手順書」に基づき適切に管理を実施していること

を記録等により確認した。 

また、放射性廃棄物管理に係る運転管理業務については、発電管理課長は「原子

力ＱＭＳ 調達管理要領」に基づき「女川原子力発電所廃棄物処理設備運転業務委

託仕様書」において、廃棄物処理設備の運転業務に関する調達要求事項を明確にして

いることを記録等により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断した。 

 

 ④燃料管理の実施状況 

プラントが長期停止していることから、燃料管理のうち、新燃料及び使用済燃料の貯蔵

ついて、業務計画に基づき適切に実施されていることを要領及び記録等により確認するこ

ととし、検査を実施した。 

検査の結果、燃料管理のうち新燃料及び使用済燃料の貯蔵に関する業務は「原子

力ＱＭＳ 燃料管理要領」に基づき「新燃料貯蔵実施計画書」及び「新燃料及び使用

済燃料貯蔵実施計画書」を作成していることを確認した。また、新燃料及び使用済燃料

の貯蔵に関する手順については、平成２７年から現在までの改正が適切に実施されている

ことを「新燃料の貯蔵手順書」（第２４回改正）改正来歴表の記録により確認した。 

貯蔵中燃料の確認については、原子燃料課長が「貯蔵中燃料の確認手順書」に基づ

き、新燃料貯蔵庫、使用済燃料プールに貯蔵されている新燃料及び使用済燃料につい

て１週間に１回の頻度で目視点検していることを「貯蔵中燃料の保安規定遵守状況確

認結果」により確認した。 

全ての燃料が原子炉から使用済燃料プールに取り出されている現在の１号機から３号

機における新燃料、照射燃料及び使用済燃料の貯蔵状況については、１号機使用済燃

料プールの貯蔵容量１０５０体に対して８６１体、２号機使用済燃料プールの貯蔵容量２

２４０体に対して１８９５体、３号機使用済燃料プールの貯蔵容量２８１６体に対して１３８

６体、１号機新燃料貯蔵庫の貯蔵容量１１０体に対して１体、２号機新燃料貯蔵庫の
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貯蔵容量２１０体に対して１２４体、３号機新燃料貯蔵庫の貯蔵容量２１０体に対して４

体をそれぞれラックにて貯蔵し適切に管理していることを「使用済燃料プール内在庫記録」

「新燃料貯蔵庫内在庫記録」の記録及び現場により確認した。 

至近の新燃料及び使用済燃料の受入れ、移動については、２号機新燃料貯蔵庫に

おいて２号機第１２回取替用新燃料の受入れに伴い、新燃料１２０体を新燃料貯蔵庫

に追加貯蔵していることを「第２号機新燃料貯蔵庫内在庫記録（２０１０年１０月１２日、

２０１５年１１月２６日）」の記録により確認をした。２号機使用済燃料プールについては燃

料体健全性確認工事に伴い、新燃料７２体の点検を実施し、そのうち異物の特定するた

めに画像確認が必要となった１８体の燃料については、チャンネル着脱機近傍のラックへ貯

蔵し、それ以外の５４体は元のラックに貯蔵したことを「第２号機使用済燃料プール内在庫

記録（２０１３年８月３０日、２０１６年３月２４日）」の記録により確認した。また、燃料体

健全性確認工事後の燃料体異物除去工事では、新燃料１８体、使用済燃料１体及び

照射燃料１体の貯蔵位置の変更についても、適切に管理していることを「第２号機使用

済燃料プール内在庫記録（２０１６年３月２４日、２０１６年７月２１日）」の記録により確

認した。 

破損燃料の管理については、環境・化学課長が「貯蔵中燃料の確認手順書」に基づ

き、１週間に１回の頻度で保管している３号機使用済燃料プール水の放射能濃度を測定

し「使用済燃料プール水の放射能濃度測定結果」を１ヶ月に１回の頻度で原子燃料課

長へ報告していること及び原子燃料課長が、その結果に有意な変動が無いことを確認し

ていることについて記録により確認した。また、原子燃料課長は「貯蔵中燃料の確認手順

書」に基づき「使用済燃料プール内在庫記録」において、破損燃料を識別し、燃料取扱

設備の目のつきやすい場所に破損燃料の保管場所、燃料集合体番号、操作禁止等を

掲示していることを現場及び記録により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断した。 

 
⑤保全区域及び周辺監視区域の管理状況（抜き打ち検査） 
発電所内において、新規制基準適合に向けた工事等が実施されていることから、保全区

域及び周辺監視区域の管理が適切に実施されていることを確認することとし、検査を実施

した。 
検査の結果「保全区域及び周辺監視区域の管理状況」については、保安規定第９８条

保全区域及び第９９条周辺監視区域に基づき「女川原子力発電所保全区域および周辺

監視区域管理要領書」を定め、警備課長は区域境界に柵を設けることや標識を揚げること

により区別する他、立入制限等の措置について、現場確認と「女川原子力発電所保全区

域図」「立入制限区域柵および周辺監視区域柵」及び「巡視点検日誌」により確認した。 
周辺監視区域及び保全区域の管理については、各区域の健全性を確認するため、巡

視点検を実施することを「女川原子力発電所保全区域および周辺監視区域管理要領

書」に定め、毎日実施していることを「巡視点検日誌」により確認した。 
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また、巡視点検で不具合を発見した場合は、警備課長から土木課長に補修の依頼を

行い、土木課長は「計画保修作業要領書」に基づき適切な補修を実施していることを「土

木設備保守業務 指示書」及び「土木設備保守業務 作業月報」の記録により確認し

た。 
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断した。 
 

２)追加検査結果 

なし 

 

（３）違反事項 

なし 
 
５．特記事項 

  なし 

 



 

 

別添１：（１／２） 
保安検査日程 

月 日 号 機 ８月２８日(月) ８月２９日(火) ８月３０日(水) ８月３１日(木) ９月 １日(金) ９月 ２日(土) ９月 ３日(日) 

午 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１，２，３号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

●初回会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

○緊急時の措置に係

る実施状況 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

◎保守管理の実施

状況 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

◎保守管理の実施

状況 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

●定例試験（２号機

非常用ディーゼル

発電機(A)手動起

動試験の立会 

 

◇保全区域及び周

辺監視区域の管

理状況 

●中央制御室の巡視 

 

 

 

 

 

 

 

 

午 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１，２，３号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○緊急時の措置に係

る実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

○緊急時の措置に係

る実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

◎保守管理の実施

状況 

 

 

 

 

 

 

 

●原子炉施設の巡視 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

◎保守管理の実施

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

◇保全区域及び周辺

監視区域の管理状

況 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務 

時間外 

（１，２，３号)    ●中央制御室の巡

視 

   

○：基本検査項目 ◎：保安検査実施方針に基づく検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ☆：追加検査項目  ●：会議/記録確認/巡視等



 

 

別添１：（２／２） 
保安検査日程 

月 日 号 機 ９月 ４日(月) ９月 ５日(火) ９月 ６日(水) ９月 ７日(木)  ９月 ８日(金) ９月 ９日(土) ９月１０日(日) 

午 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１，２，３号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

 

○放射性廃棄物の

管理の実施状況

 （液体廃棄物及

び気体廃棄物） 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

○放射性廃棄物の

管理の実施状況

 （液体廃棄物及

び気体廃棄物） 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

 

○燃料管理の実施

状況 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室及び原

子炉施設の巡視 

 

 

○燃料管理の実施

状況 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取・記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１，２，３号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○放射性廃棄物の

管理の実施状況 

（液体廃棄物及び

気体廃棄物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議  

●まとめ会議 

 

○放射性廃棄物の

管理の実施状況 （

液体廃棄物及び気

体廃棄物） 

 

 

 

 

 

 

 

●原子炉施設の巡視 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

○燃料管理の実施

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

○燃料管理の実施

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

●最終会議 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勤務 
時間外 

（１，２，３号)  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○：基本検査項目 ◎：保安検査実施方針に基づく検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ☆：追加検査項目  ●：会議/記録確認/巡視等


